
船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、予算の範囲内において、分譲マンション共用部分のバリアフリー化

等に要する費用の一部を助成することにより、安心して長く居住することができる分譲

マンションの普及を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 ⑴ 分譲マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律

第１４９号。以下「マンション適正化法」という。）第２条第１号に規定するマンショ

ンをいう。 

 ⑵ 共用部分 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号。以下「区分

所有法」という。）第２条第４項に規定する共用部分という。 

 ⑶ 敷地 区分所有法第２条第５項に規定する建物の敷地をいう。 

 ⑷ 管理組合 マンション適正化法第２条第３号に規定する管理組合をいう。 

（助成の要件） 

第３条 この要綱に基づく助成は、次に掲げる要件を備えた管理組合に対して行う。 

⑴ 市内に既存する建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他関係法令の基準に

適合する分譲マンションの管理組合であること。 

⑵ 区分所有法第３条に規定する規約が定められていること。 

⑶ この要綱による助成を過去に受けていないこと。 

⑷ 助成の対象となる費用について、国、県、市等の他の補助金等の交付を受けていな 

 いこと。 

（助成の範囲） 

第４条 助成の対象となる工事は、分譲マンションの共用部分又は敷地について行う工事

のうち、別表に定めるものとする。 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、前条に規定する工事に要した費用（消費税を含まない）の額に３

分の１を乗じて得た額（その額に１,０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てた額）又は助成の対象となる分譲マンションの専有部分（区分所有法第２条第３項に



規定する専有部分をいい、事務所、店舗等の用に供している部分を除く。）の戸数に２万

円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、１００万円を上限とする。 

（助成金の交付の申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする管理組合の代表者（以下「申請者」という。）は、

交付を受けようとする年度の１月１０日（その日が船橋市の休日を定める条例（平成元

年条例第１２号）第１条第１項に規定する市の休日に当たる場合は、市の休日の翌日）

までに、船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業助成申請書（第１号

様式）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

⑴ 第３条第２号に規定する規約 

⑵ 建築基準法に適合することを証する書類 

⑶ 区分所有法第３７条第１項の規定による集会の決議がされたものを証する書類 

⑷ 申請者が管理組合の代表者であることを証する書類 

⑸ 居住の用に供している専有部分の戸数を証する書類 

⑹ 助成の対象となる分譲マンションについて、改修工事を行う箇所の現況を確認でき

るカラー写真並びに図面 

⑺ 工事箇所ごとの仕様、数量、工事費等を示す書類 

⑻ 代理人が申請を行う場合にあっては、委任状 

⑼ その他市長が必要があると認める書類 

（助成金の可否決定） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助

成の可否を決定し、船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業助成可否

決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（工事の時期） 

第８条 助成の対象となる工事は、前条に規定する助成の可否決定の通知を受けた日以後

に着手するものとし、当該着手した日が属する年度の３月末日までに完了させなければ

ならない。 

（工事の変更） 

第９条 第７条の規定による通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、工事の内

容に変更が生じた場合には、速やかに船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等

支援事業内容変更申請書（第３号様式）に変更内容を確認できる書類を添えて、市長に



申請しなければならない。 

２ 市長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の可否を決

定し、船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業内容変更可否決定通知

書（第４号様式）により当該申請をした者に通知するものとする。 

 （工事の中止） 

第１０条 交付決定者は、助成の対象となる工事を中止する場合は、船橋市分譲マンショ

ン共用部分バリアフリー化等工事中止報告書（第５号様式）により市長に報告しなけれ

ばならない。 

 （実績報告書の提出） 

第１１条 交付決定者は、第８条に規定する期間内に工事を終えたときは、当該年度の３

月末日（その日が船橋市の休日を定める条例（平成元年条例第１２号）第１条第１項に

規定する市の休日に当たる場合は、市の休日の翌日）までに船橋市分譲マンション共用

部分バリアフリー化等実績報告書（第６号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に報告

しなければならない。 

⑴ 支払額の内訳を示す書類 

⑵ 領収書の写し 

⑶ 工事完了箇所のカラー写真 

⑷ その他市長が必要があると認める書類 

（助成金額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、助成す

べき額を確定し、船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業助成金額確

定通知書（第７号様式）により当該報告を行った者に通知するものとする。 

（助成金の交付） 

第１３条 市長は、前条の規定により通知を受けた者に対し、口座への振込みにより助成

金を交付するものとする。 

（助成決定の取消し等） 

第１４条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正な手段によって助成金の交付決定を受

けたと認める場合その他相当の理由があると認める場合は、助成金の交付決定を取り消

し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、船橋市分譲マンシ



ョン共用部分バリアフリー化等支援事業助成金交付決定取消通知書（第８号様式）によ

り、交付決定者に通知する。 

３ 市長は第１項の規定により助成金の返還を求めるときは、船橋市分譲マンション共用

部分バリアフリー化等支援事業助成金返還請求書（第９号様式）により交付決定者に請

求するものとする。 

（関係書類の整備） 

第１５条 申請者は分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業に係る経費の収支

を明らかにした書類を常に整備しておかなければならない。 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。 

   附 則  

 この要綱は、平成２８年１０月１１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

別表 

 対象工事名 基準 備考 

１ 手すりの設置 階段や廊下等に新たに手

すりを設置する工事 

手すりは適切な箇所、高さに設置する

こと 

２ 傾斜路の設置 分譲マンションの共用部

分及び敷地内に新たに傾

斜路を設置する工事 

傾斜路の設置に際し、勾配に留意する

こと 

容易に取り外せるものでないこと 



３ 床のノンスリ

ップ化 

エントランス、廊下等の床

に滑りにくい素材を施工

する工事 

滑りにくい素材であることがわかる

資料を提出すること 

４ 視覚障害者誘

導用ブロック

の設置 

分譲マンションの共用部

分及び敷地内に新たに視

覚障害者誘導用ブロック

を設置する工事 

視覚障害者用誘導ブロックの種類は、

原則として下記の⑴及び⑵とする。 

⑴ 線状ブロック 

⑵ 点状ブロック 

５ 通路・開口部

の拡幅又は改

修 

１ エントランス等の出

入口及び通路の拡幅工

事 

２ エントランス等の出

入口を自動ドアに変更

する工事 

エントランス等の出入口を拡幅する

工事又は出入口のドアを自動ドアに

変更する工事を対象とする。 

６ エレベーター

の設置等 

１ エレベーターの設置 

２ 障害者用設備の設置 

エレベーターを新たに設置する工事

の他、下記の⑴及び⑵に該当する設置

工事を対象とする。 

⑴ 車いす専用ボタンの設置 

⑵ 籠内の鏡の設置 

７ 断熱改修 窓の断熱性を高める工事 次に掲げる方法により断熱性を高め

る工事を対象とする。 

⑴ 高断熱の窓に交換（窓枠ごと交

換）する方法 

⑵ 複層ガラス等へ変更する方法 

８ 椅子式階段昇

降機の設置 

階段に椅子式階段昇降機

を設置する工事 

新規設置のみ対象とし、既に設置済み

の場合及び一部機器の交換は対象外

とする。 

 


